
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

家族を守る 
住宅用火災警報器 

住宅用火災警報器とは、煙や熱に反応して、 
音声などにより火災の発生を知らせてくれる機器です 

１．設置 
寝室、台所、寝室がある階の階段上部 

に設置が必要です！ 

２．点検 
ボタンを押すか、ひもを引くだけ 
正常な場合、警報音や音声が 
鳴ります。 
定期的に点検して故障などないか 
確認しましょう！ 

３．交換（機器本体） 
設置から１０年を経過すると電池切れや 
機器の劣化などで、正常に作動しない 
場合があります。 
１０年経ったら機器本体を交換しましょう！ 

問い合わせ：花巻市消防本部予防課 ０１９８－２２－６１２３ 


